
Ａ同窓会規約（仮称） 

 

１．運営主体 

日本福祉大学同窓会員により運営されるものとする。 

 

２．目的 

 交流・親睦・情報の共有を目的とする。 

 

３．活動 

 ・年度初頭に会報を作成する。 

 ・１０月初旬・体育の日前の土曜日の午後（仮）に講演会を開催する。これは、同窓会員に限定

することなく、会員   

  以外をも広く対象とする。 

 ・同日、親睦会を開催する。 

 ・メーリングリスト・ホームページ等による情報の交換・情報の共有。 

 ・日本福祉大学認定同窓会に所属し、日本福祉大学同窓会事務局との相互協力を行う。 

 

４．同窓会員 

   ・同窓会員は主体的意思により参加し、活動の促進に寄与する。 

   ・同窓会員の一人一人の意見・提案はすべてにおいて尊重される。 

   ・同窓会は新たな会員を歓迎するものとする。 

   ・同窓会員はどのような理由においても、実行委員会に届け出ることにより退会できる。 

   ・同窓会員は相互に広く協力する。 

 

５．実行委員会・実行委員 

    

・代表１名、副代表２名を選定する。選定においては、実行委員会の総数の２/３の賛成を必要と

する。 

・実行委員は、同窓会員の委任を受けた者で２年を任期とする。 

・実行委員会の中で任期の満了した実行委員の総数の過半数以上の再任を行ってはならない。 



・任期の満了した委員の引継ぎは１０月の講演会・親睦会の後に行うものとする。 

・実行委員は立候補をもって、実行委員会に参加する。 

・実行委員は、実行委員会に届け出ることにより、その任を解くものとする。 

・実行委員会は同窓会員の過半数以上の反対により、解散する。また、実行委員は同窓会員の

過半数以上の反対に 

 より解任される。 

・実行委員会は１年に一度、財務の詳細を同窓会員に公開するものとする。 

                             

 

 

同窓会に期待すること・アイデア・質問等ありましたら、ご記入ください。 

   又、同窓会の「会の名前」を公募したいと思います。併せてご記入下さい。 

 （ＥＸ．名簿の作成 講演会に講演して欲しい先生 テーマや内容） 

 

 

 

私は同窓会実行委員会・実行委員がその活動を行うことを認めます。 

代表           鷲見大輔 （仮）     

副代表・広報・情報管理  二重勝吉 

副代表・広報・親睦・交流 平野慎一郎（仮）      

会計・広報        竹下あき      

横井誉之                   

木股小夜子 

              大畑友里 

     （認めない場合、名前部分に×印をお願いいたします。）  

                            

 署名           

    

 

お手数ですが「日本福祉大学同窓会員連絡届」と共に、署名済みの本用紙を同封し 



「５０１－ 岐阜県 鷲見大輔」 

まで、送付お願いいたします。 

（期限・新たな住所に移られる方も多いかと思います。４月２０日程度までに郵送ください。） 

 

 

「日本福祉大学同窓会員連絡届」について  

 

「日本福祉大学同窓会員連絡届」は「日本福祉大学同窓会事務局」に「認定同窓会」設立にあた

り提出するものです。 

「日本福祉大学認定同窓会」として、大学とタイアップして活動する事により、日本福祉大学の施

設が利用できること、 

金銭的な支援、会員の住所入り封筒の作成、名簿の作成等のメリットがあり、また、個人情報の

安全性の確保、同窓 

会の安定した運営が見込めることから、「日本福祉大学認定同窓会」として、大学に登録する運

びとなりました。ご了承 

ください。詳しくは、「日本福祉大学ホームページ」から、「卒業生の方へ」をクリックし「認定同窓

会の手引き」を参照し 

てください。 

 


